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平成２７年４月２８日 

    

各     位 

 

                       上場会社名   東 洋 テ ッ ク 株 式 会 社                 

                       コード番号   ９６８６ 

                       代 表 者 名        代表取締役社長  田 中  卓 

                       上場取引所   東証２部 

                       問 合 せ 先        取締役専務執行役員 

                               管 理 本 部 長 仁 田 吉 彦 

                              （ＴＥＬ ０６－６５６３－２１１１） 

 

 

「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年４月 28 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部

改定を決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせします。なお、改定箇所は下線で示し

ております。 

記 

 

１．当社および当社グループの取締役等および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制 

   当社グループは、「コンプライアンス・マニュアル」をはじめとするコンプライアンス体制に係る各種

規定を役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として位置付けていま

す。 

   また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を総括責任者として、

コンプライアンス体制に係る取り組みについて全社横断的に統括し、役職員に対し教育、指導を行って

おります。 

   なお、執行部門から独立した内部監査部門である監査部は、当社グループ内におけるコンプライアン

スの取り組み状況について監査を行います。この監査結果は、定期的に経営会議に報告されるものとし、

重大な違反行為については、取締役会および監査役会に報告いたします。 

   法令上疑義のある行為等については従業員が直接情報提供を行う手段として既に「愛と正義の目安箱」

を各箇所に設置し、情報提供の運用を容易に行えるようにしています。また、社外の弁護士への書面に

よる通報制度（以下、「コンプライアンス・ホットライン」といいます。）を設けています。この場合、

通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に不利益がないことを確保しています。 

   なお、重要な通報等については、その内容と会社の対処状況・結果について、適切に役員・使用人に

開示し、周知徹底を図ることとしています。 

 

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 

   取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他重要な情報を、

社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存し、且つ管理を行っております。 

  （１）株主総会議事録とその関連資料 

  （２）取締役会議事録とその関連資料 

  （３）経営会議議事録とその関連資料 

  （４）取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過および記録または指示事項とその関連資料 

  （５）取締役を決定者とする稟議書等決定書類および付属書類 

  （６）その他取締役の職務の執行に関する重要な文書 
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３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

   当社は、「危機管理規程」の定めにより代表取締役社長を危機管理統括管理者とし、当社が事業活動を

行う中で不測の事態に直面した場合、被害の拡大を防止するとともに経営危機を回避するために行動し

なければならない基本的な枠組みを定めています。 

   代表取締役は、各本部長をリスク管理に係る危機管理責任者に任命し、危機管理責任者は緊急事態に

際し適切な対応行動を指揮し、また、関係職員を対象として教育、訓練を行い危機管理意識の高揚、維

持を図ります。 

   コンプライアンス、災害、警備品質、情報セキュリティに係る各種リスクについては、それぞれ担当

部門長である危機管理監督者が、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を

行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は、当社の危機管理統括責任者の下で行い

ます。 

 

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 

 

   取締役会は、全社的な経営目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標

および会社の意思決定ルールに基づく効率的な達成のための方法を定めます。 

   取締役会は、各業務担当取締役に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め、改善を促す

こととし、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。 

   なお、意思決定と経営効率を向上させるため、取締役、執行役員が出席する経営会議を原則毎月２回

開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。 

   業務運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画および各年度の運営方針、施策、予算

を策定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行し

ます。 

 

５．当社および当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

   当社は、「関係会社管理規程」に基づき、取締役管理本部長が関係会社の法令遵守体制、リスク管理体

制等関係会社の業務の適正を確保するための体制を統括します。 

   また、関係会社については監査部による業務監査を実施するとともに、関係会社の所管業務の運営体

制については、管理本部経営統括部が各社の自主性を尊重しながら、経営計画に基づいた施策や効率的

な業務運営体制についてサポートを行います。 

   関係会社の業務執行等の状況については、各社の取締役会へ定期的に報告するのに加え、当社代表取

締役、各本部長、常勤監査役と関係会社取締役、執行役員および所管部署である管理本部経営統括部との

間で関係会社会議を開催し、関係会社の問題点の把握と改善に努め、必要に応じて取締役会、監査役会に

報告を行っております。 

 

６．当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する体制 

 

   当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の意見を尊重したう

えで、必要に応じて監査部所属の職員 1名以上の使用人を配置します。 

   この場合、監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲され

たものとします。なお、当該期間中、指名された使用人は取締役の指揮命令は受けないものとします。 
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７．当社の取締役および使用人等が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制 

 

   当社の取締役および使用人並びに関係会社の取締役、監査役および使用人は、法定の事項に加え、当

社および当社グループに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホット

ラインによる通報状況及びその内容を遅滞なく当社の監査役に報告するものとします。 

   また、当社は、監査役会への報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを

行うことを禁じます。 

   報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定

する方法によります。 

   監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会および経営会議等

重要な会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に

説明を求めることができます。 

 

８．当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

   当社は、監査業務の実効性を高めるため、監査役の半数以上は社外監査役とし、対外透明性を確保し

ています。 

   監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役の監査が実効的に行われる体制

を整備しています。 

また、「監査役会規程」および「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保す

るとともに、監査役は監査部および会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るも

のとします。 

また、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を

請求したときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場

合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁

護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でな

いと認められた場合を除き、その費用を負担します。 

 

９．当社の財務報告の適正性を確保するための体制 

 

   当社は、当社グループの財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る必要かつ適切な内

部統制体制を整備、運用するとともに、その体制および運用状況を継続的に評価し、必要があれば速やか

に是正措置を行うものとします。 

 

10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

 

   当社および当社グループは、暴力団等反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むこととしてお

り、不当要求等は一切受け付けず、警察当局や顧問弁護士等と連携を図りながら、事案に応じて関係部門

と協議の上、対応してまいります。 

反社会的勢力排除に向けた整備状況については、対応部署を設置し、警察当局および関係機関との連

絡を密にし、指導、助言を受けるほか、事案発生時には、関係機関、顧問弁護士等と緊密に連携して、速

やかに対処できる体制を構築しております。 

 

                                           以 上 


